
 人権教育推進事業 人権教育・児童生徒課

事業概要

◆障害者、高齢者、女性の人権など、社会的に注視されることが多い人権課題については、一
定の理解は進んでいるが、同和問題他、マスコミ等で話題になりにくい人権課題については、
正しい理解が浸透していない。

◆人権教育の研究や実践に偏りがあり、「実践的知識」「歴史・現状の知識」「差別や偏見など
を見抜く技能」が軽視される傾向がある。

現状・課題
◆全ての学校で、人権課題への知識理解が浸透し、主体的な取組が行われる。
◆全ての学校で、人権教育が学校経営の基盤となる年間指導計画を立て、適切に実践がされる。
◆子ども達の人権感覚が向上し、自分と他者の人権を大切にする。
◆市町村において、行政職員の研修と社会教育としての啓発事業が計画的に実施される。

事業目標

実施内容

◆高知県の人権教育が実践的に推進される体制の確立
◆教職員の人権意識及び人権課題に関する指導力の向上
◆人権課題を適切に判断し、自分と他者の人権を大切にする児童生徒の育成
◆県民の人権課題への関心と知識が向上し、人権が尊重された社会づくりが進む

○児童生徒の人権に関する知的理解、人権感覚の向上を図るとともに、一人一人の人権が尊重される学校・学級

　  づくりに向けて「高知県人権教育推進プラン」に基づき、教育活動全体を通した人権教育を推進する。
○教職員の人権課題に関する知的理解と主体的に解決する意識が向上するように、人権教育主任のマネジメント 

　 力を向上させるとともに、意欲的に取り組む学校を指定し、実践研究を行い、その取組を普及する。
○社会教育における人権教育の在り方を明確にし、人権課題の解決に向けた実践的な事業を推進する。

研修
支援

推進事業全体イメージ図

⑤社会での人権教育及び　
　　啓発の推進

地域・社会

学校・家庭

④学校生活・日常生活で
の人権教育の推進

教職員

②教職員の意識向上

③人権教育主任のスキル
アップ

　　人権教育のための
PDCAサイクルの確認

①人権教育推進協議会
　人権教育推進プラン

⑥連携

①人権教育推進協議会
　◆高知県の人権教育の進捗状況と人権教育推進プランについて、委員の専門的な見地から示唆をいただき、人権教育の改善に努める。　
　

②人権課題について、教職員の理解と授業実践力を向上させるための主な事業
　◆人権学習学校支援事業（対象：全ての教職員）　
　　・各学校が行う校内研修において、指導主事による人権課題の講習を実施する。また、研究授業や教材開発の指導支援を行う。　
　◆人権教育研究推進事業《文部科学省指定校事業》（対象：小中・県立学校、１年目２校・２年目３校）
　　・人権教育を基盤とする、学校経営・学級経営・授業づくり等の研究を行い、県内に広める。
　

③人権教育主任のスキルアップのための主な事業
　◆人権教育主任連絡協議会　（対象：全ての小中・県立学校の人権教育主任）
　　・研修形態をオンデマンド研修に変更し、内容についても精選して実施する。
　

④人権教育を学校生活、日常生活につなげる主な事業
　◆人権教育指導資料（就学前教育編）「スマイル」、（学校教育編）「Let's feel じんけん」の改訂
　　・「高知県人権教育推進プラン改定版」に沿って、個別の人権課題に関する人権学習の効果的な実践事例を収集する。　
　

⑤社会教育における人権啓発につなげる主な事業
　◆市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会・研修会
　　・先進的な取組の紹介や人権課題の啓発用資料（人権教育課のホームページからダウンロードできるもの）等の紹介を行う。
　

⑥高知県人権教育研究協議会（一般社団法人）、人権啓発センター等との連携
　◆高知県人権教育研究大会及び四国地区人権教育研究大会（高知大会）
　　・レポート報告集を配付し、取組の共有を図る。

取組の成果・課題・次年度の方向性

・学校に対して、個別の人権課題についての校内研修と授業研究の実施について、周知を図る
ことにより、取組の実施が増えた。次年度以降も継続して取り組むとともに、学校等への研修講
師の派遣については、取組の実態を踏まえ、地区別等で計画的に実施する。 
・新たな研修方法や内容の精選を行うことにより、次年度以降も効率的な研修に取り組む。

・研究指定校の研究内容については、コロナ禍により県内への周知を十分に図ることができな
かったため、次年度の研修会等で紹介を行い、取組の共有を図る。

・学校教育や就学前教育の指導資料を改訂している。次年度以降も関係部署で連携し、職場や
研修等で資料の積極的な活用を周知し、取組の充実を図る。
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   相談支援体制充実費 人権教育・児童生徒課  

　子どもや保護者等が悩みをいつでも相談できる体制を構築するとともに、
子どもや家庭に起因する課題への多角的な支援の充実を図る。

事業概要

○生徒指導上の諸課題のうち、特に暴力行為の発生率や不登校の出現率は、
 全国平均と比べ、高い数値で推移しており、子どもや保護者等が悩みを気
 軽に相談できる体制や、支援を必要とする児童生徒やその家庭への支援体
 制の充実が求められている。

現状・課題

○次の取組を推進し、教育相談の充実及び生徒指導上の諸課題の改善を図る。
・学校とスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの連携を推進する。
・スクールカウンセラー等の専門性の向上を図る。
・スクールカウンセラー等を効果的に活用した校内支援会の実施を促進する。

事業目標

実施内容

○教育相談が充実することにより、子どもや保護者等の悩みやス
 トレス等を軽減することができる。
○暴力行為や不登校等、生徒指導上の諸課題が改善する。
 

子ども

暴力・不登校・いじめ・
非行・虐待等

家　庭

 学    校

連携

地　域

相談・助言

　心の教育センターの
相談体制の充実

●ワンストップ＆トータルな相談
 支援体制の充実
●ＳＣ、ＳＳＷ、相談員の配置
 （ＳＣスーパーバイザー含む）
●土曜、日曜の開所
 サテライトセンターの開設

連携・支援

連
携
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関係機関

相
談

・支
援

連携

H28:　113,903千円　（一） 84,031千円

●社会福祉士等を活用した子どもを取
 り巻く環境への働きかけ
 配置
 Ｒ2：35市町村(学校組合)、25県立学校
⇒ R3：35市町村（学校組合）、25県立学校
●特に厳しい状況にある子どもたちへの
 支援の充実のため、特定の市へ重点
 配置（継続）
 H31：７市15人⇒Ｒ２： 7市15人

・SSWの配置形態
 市町村立学校は、各市町村の実態に応
 じて配置形態を決定
 県立学校は、定期的に学校を訪問する
 巡回型配置を25校とし、それ以外の学
 校には、学校からの派遣申請による派
 遣型配置で対応する

●臨床心理士等を活用した子ども、保護者、教職員の相談、支援 
  配置校 Ｒ２：346校⇒R３：338校(全公立学校への配置継続）
     ＊小学校185校  ＊中学校101校 ＊義務教育学校2校
     ＊高等学校36校 ＊特別支援学校14校
 ・学校規模等に応じて、配置時間を配分する
 ・アウトリーチ型ＳＣによる支援（Ｒ２：11市⇒Ｒ３：1１市）
  (SCを教育支援センターに配置し、学校・家庭と連携したアウトリーチ型の訪問支援
  を充実させ、不登校児童生徒一人ひとりの状況に応じた支援を行う)   

スクールカウンセラー（以下ＳＣ）の配置

相談・支援

 スクールソーシャルワーカー
 （以下ＳＳＷ）の配置

支
援

関連事業

●インターネット上の不適切な書き込
 み等の監視し、トラブル等への対応
 と未然防止の取組の推進

ＳＮＳを活用した相談事業
●いじめ、人間関係、学業等、高校生
 の生徒が悩んでいることを気軽に相
 談できるSNS相談を実施

学校ネットパトロール事業

●子どもや保護者等が、いつでも相談
 できるよう、夜間、土日、休日も含
 めた24時間電話相談の実施

２４時間電話相談事業
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  いじめ防止対策等総合推進事業 人権教育・児童生徒課

「高知家」いじめ予防等
プログラムの活用

　

　いじめ予防等の取組の推進のため
作成されたプログラムを学校や保護
者、地域、関係機関に活用してもら
い、取組の充実を図る。
★活用のための研修会を実施
★管理職や生徒指導主事担当者等　
　の研修にて活用促進を促す
★プログラム活用のための啓発リー
フレットの作成・配布

未然防止

校内研修用ＤＶＤ作成等による校内研修
の充実への支援　

　教職員がいじめに関する正しい認識をも
ち、対応できるようにするため、校内研修
の内容を提供したり、効果的な研修にする
ためにモデルを示して担当教職員の支援を
したりして、研修の充実を図る。
■生徒指導上の諸課題に対応した研修内容
を掲載したDVDの作成・配布
→新型コロナウィルスによる偏見・差別等
の防止についての研修資料も作成・配付
■校内研修担当者への支援や校内研修への
参加　

スクールロイヤー活用事業

　学校で発生するいじめを始めとする様々な問題に
ついて、法律の専門家である弁護士（スクールロイ
ヤー）が、その専門的知識・経験を基に学校でいじ
め予防教育や法的相談への対応を行う。　

◆児童生徒へいじめ等の予防教育
◆学校における法的相談への対応
◆校内研修の講師・学校組織委員会へ参加

　「高知県いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止、
早期発見・早期対応の両面から、いじめ問題等への総合的な取
組を推進する。

事業概要

　
◆これまでいじめの校内研修やアンケート調査の実施
により、いじめ早期発見・早期対応につなげてきた。
◆今後は、学校の組織的ないじめ防止対策や子どもた
ちによる主体的な取組や、保護者や地域を巻き込んだ
取組を強化していく必要がある。

現状・課題
◆教職員がいじめを予防等プログラムや校内研修用CDを校
内での活用を推進し、学校いじめ防止基本方針に基づいた
いじめの未然防止、早期発見等の取組を強化する。
◆スクールロイヤーを活用することにより、学校のいじめなど
の諸課題への適切な対応を図る。
◆いじめ防止等の取組について保護者や地域への研修等に
よって、学校と保護者、地域等との連携を図る。

事業目標

実施内容

◆県内の小･中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校において、「いじめ防止対策推進法」
及び「高知県いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止、早期対応に向けた取組が推進さ
れている。

◆児童生徒の保護者や学校の地域、関係機関がいじめに関する基本的な内容を理解し、学校と連
携をして、いじめ防止等に取り組み、児童生徒が安心して学校生活が送れている。

　表：いじめの認知件数の状況
　　（国公私立 小中高特　1,000人当たり）

予防・早期発見・早期対応

　 27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度

高知県 18.2件 18.9件  30.0件 48.3件 55.6件

全　国 16.5件 23.8件  30.9件 40.9件 46.5件

・国公私立、すべての学校の教員に配布。
・市町村教育員会、校長会を訪問し、プログラムの活用について依頼。

・校内研修用ＤＶＤにもプログラムの内容が反映されており、・多くの学校にてプログラムが
活用されている。次年度以降も継続して活用について周知していく。

・保護者や地域に向けた活用について十分な周知ができなかったため、次年度以降広く活
用されるよう周知していく。

◆児童生徒へいじめ等の予防教育→５件
◆学校における法的相談への対応→10件
◆校内研修の講師・学校組織委員会へ参加→６件
・対応事例を蓄積と、活用事例を学校に周知し、次年度も継続
して活用について周知していく。

取組の成果・課題・次年度の方向性

１/12日現在
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  開発的な生徒指導の推進【生徒指導主事会（担当者会）】 人権教育・児童生徒課

　生徒指導上の諸課題等の未然防止の視点に立った開発的・予防的な生徒指導や、解決に向けた対処的な
生徒指導が、各学校において組織的に実践されるように、生徒指導主事（担当者）の実践力やマネジメント力
の向上につながる研修を実施するとともに、高知夢いっぱいプロジェクト推進事業の成果及び先進的理論・
実践を普及する。

事業概要
◆児童生徒の自尊感情、規範意識が高まる

◆教職員の組織的な指導力・支援力が向上する

◆小中学校において組織的な生徒指導推進体制の確立され、生徒指導上の

 　諸課題等の減少が図られる

不登校や暴力行為等の生徒指導上の諸問題の改善

○　組織的な生徒指導体制が弱く、教職員間で生徒指導の意義や目指す児童生徒像が
　十分共有されていない学校や、学級経営に苦戦している状況が見られる
○　児童生徒が主体的に考え、判断し、実行する力や自治の力を育めるような取組が依
　然として教師主導で行われている場合が多い。
○　特に高等学校の生徒指導主事において、開発的な生徒指導の理解や実践が十分で
　ない状況がある　　
　

現状・課題

実施内容

前年度末
～４月

５月 ６～９月 10月～11月上旬 1１月中旬～３月

小学校生徒指導担当者会
【県内２会場】

中学校生徒指導主事会

高等学校・特別支援学校
生徒指導主事会

高知県地区別
生徒指導担当者・生徒指導主事会

（小・中・義・高）
【県内４会場】※校種間の情報共有含む

取組の実施・強化
（各校）

・校内の生徒指導、
 支援体制の強化
・初期対応の強化
・児童生徒主体の
 活動の強化

等

R3R1  R2 R４

市町村主体の取組

学級経営の充実 　子どものよさを引き出し、伸ばす、「学級活動」・「学級経営」の充実

不登校等の未然防止につながる取組の検証改善を地域全体で推進　　　

　　子どもの声を生かした取組の検証改善で新たな不登校を生じさせない魅力ある学校づくりの推進
課題改善に向けた
組織的な取組

・児童生徒の自尊感情や自己有用感等を育む開発的な生徒指導の視点を学校・学級経営や授業づくり、学校
　行事等の取組に位置づけて組織的に実施している学校の割合　　　→　小中高100％ 
・問題行動等の早期発見・早期対応に向けた、組織的な生徒指導を十分行っていると回答した学校の割合　　　　
　→　小中高40％以上　　（R2.2月:小学校：26.5％、中学校：28.3％、高等学校：19.6％） 
・生徒指導の改善につなげるためにPDCAサイクルに基づく検証・改善を十分行っていると回答した学校の割合　　　
　→　小中高35％以上　　（R2.2月:小学校：12.9％、中学校：18.9％、高等学校：11.8％） 
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　　　　　　　　　　　　生徒指導主事会（担当者会）の実施（対象：県内全小・中学校、県立高等学校・特別支援学校の生徒指導主事（担当者）、全体会、地区別の年2回開催）
            ○高知夢いっぱいプロジェクト推進事業推進校の効果的な取組紹介（公開授業研修会、生徒指導主事会等）
            ○県の重点的な取組に対する周知徹底  ・不登校に対する総合的な取組  ・校内支援会の充実、強化  ・いじめ予防等プログラムの活用  ・校種間で連携した生徒指導の推進  等

            ○生徒指導主事（担当者）の実践力の向上

組織的な

生徒指導の推進

計画への
位置づけ
（各校）

・学校経営計画
・生徒指導
  年間計画

等

県の施策及び
重点的な取組の周知

取組の充実
（各校）

・校種間での取組や、支援の
 必要な児童生徒の情報共有 等

取組の共有・徹底
（校種間含む）

取組の検証改善
（各校）

事業目標

夢プロ公開授業研修会
（12～２月、県内２会場で実施）

資料４－４

＜成果と課題＞

○集合研修の実施はできなかったが、代替で文書報告やオン
デマンド研修を実施したことにより、不登校に対する総合的な
取組についての周知は一定図ることができた。

○報告書や研修後のアンケートからは、特に安心安全な学校
づくりについて、必要感を持って取り組んでいる学校が高かっ
た。

●協議や実践交流が行えず、生徒指導主事（担当者）の実践
力を高める機会としては不十分であった。

●不登校に対する総合的な取組は、学校独自で行っても不十
分なため、近隣の学校や校種間での情報共有や連携が必要
である。

【変更】主事会・担当者会を中止
→開発的な生徒指導について実践依頼

【変更】集合研修をオンデマンド研修に変更
→校種別の研修動画で、取組と周知徹底
→1学期以降の各校取組を文書で報告



 目的意識の醸成・社会性の育成に向けた取組の充実（ソーシャルスキルアップ事業・キャリアアップ事業）       

高等学校課
　生徒が自分の進路を具体的にイメージしながら将来を設計していくことができる力（キャリア
デザイン力）を育成し、また、対人関係がうまく築くことができないなど社会性が身についてい
ない生徒への支援を行う。

事業概要

　生徒が、自分自身の将来像やその実現のために取り組むべきことを明確に思い描けないため、
学習に対する目的意識が弱く、社会生活を営む上での社会性等のスキルが十分身についていな
いまま卒業している状況がある。
【課題】 ①コミュニケーション能力が低く、対人関係がうまく築くことのできる力が身についていない。
　　　　　②自己の将来を考え設計する力が身についていない。
【参考値】　・就職後１年目の離職率：H３０年３月卒業生：１３．８％（高等学校課調査）（Ｈ29年3月14.9%）
　　　　　　　・進路未定で卒業する生徒の割合：５．５％

現状・課題

○生徒の社会性の育成、特にコミュニケーション能力が不足している生徒
に対して効果的な指導・支援が行われている。
○生徒のキャリアデザイン力を高めるための体験的な活動が効果的に実
施されている。
　　　・就職１年後の離職率：１０％以下
　　　・進路未定で卒業する生徒の割合：３％以下                    　　　　　

事業目標

○キャリア教育等の取組が各校の教育活動の中で組織的、体系的
に機能することで個々の生徒に応じた支援が充実する。

２．キャリアアップ事業　　　　　　
　生徒が自分の将来のプランを自ら設計することがで
きるように、企業や学校の見学、就業体験、社会人講
話、海外留学などの体験活動を通して、生徒のキャリ
アデザイン力の向上を支援する。
○ 地域産業を支える人材育成（企業との共同研究）　　　
○ インターンシップ
○ 大学の学び体験事業
○ 担い手・志育成事業（県内企業理解促進）
○ 企業学校見学
○ 海外留学や異文化の理解推進（高等学校振興課）《再》

１．ソーシャルスキルアップ事業　　　　　　
　高校入学後早い段階から、個に応じたきめ細かく組織
的な指導を行い、よりよい対人関係を構築し、集団行
動を円滑に行うことのできる社会性を身につけさせる。
○ 仲間づくり合宿の実施
○ ソーシャルスキルトレーニングの研究
○ Ｑ－Ｕの活用
○ 学習記録ノート（キャリアノート）の活用
○ ＳＣ、ＳＳＷの配置（人権教育課）《再》

実施内容

社
会
で
必
要
と
な
る
基
礎
的
な
学
力
や
社
会
性
の
育
成

○コミュニケーション能力など社会で必要な社会性の育成

○進路に向けた意欲の向上やキャリアデザイン能力の育成

カリキュラムマネジメントを通じて

系統的に実施

・進路実現
・社会的・職業
　的自立

◆担い手・志育成事業
　高等学校在学中に、地域産業や企業について理
解を深め、適切な職業観や勤労観を醸成する。地
域産業のニーズに対応できる知識や技術を習得さ
せるとともに、本県産業の担い手となる技能と志
を育成する。

①県内産業及び企業情報を提供するチラシ配布
　県立高等学校の生徒を対象に、県内産業や企業
情報などを掲載したチラシを定期的（年２回）に
配付
　（チラシのデザイン・印刷は専門業者に依頼）
②ものづくり総合技術展の活用など県内企業理解
事業の促進
　ものづくり総合技術展などを活用し、特に普通
科生徒を対象とした企業理解事業を実施
③インターンシップ等職場体験活動の充実
　　地域企業との連携を密にして、県内企業との
マッチングが促進されるよう職場体験活動を充実
させる。

課題①に対する手立て

課題②に対する手立て

資料４－５

取組の成果・課題
・年度当初に行う仲間づくり合宿は、新型コロナ
ウイルスの影響で２校しか実施できていないが、
各学校とも、校内ガイダンス等に切り替えて実施。
・学習記録ノートは、生徒の変化を教職員が早期
に気づくための情報交換ツールとして２８校３０
課程で活用している。
・ソーシャルスキルトレーニングの研究は、４校
において通級指導とともに生徒の社会性の向上に
取り組んでいる。
・企業学校見学：１７校延べ１０４２名
   （延べ企業７５社、専門学校等１０校）
・インターンシップ：９校延べ276名
・企業との共同研究：６校８チーム
●次年度においても、生徒が学校生活を円滑に送
り、また、より充実なものとなるよう入学早期に
人間関係を構築するための取組を実施したり、生
徒の変化を教職員が早期に気づき組織的に対応す
ることができるよう支援する。
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道徳教育推進拠点校事業（Ｈ３０～Ｒ２:最終年度）
　・「考え、議論する道徳」の指導と評価の一体化の研究実践を行い、公開授業を通して普及　　

　　することで県内小中学校の授業の質的変換を図る。 

　・指定校のうち小学校１校がＲ２年度四国小・中学校道徳教育研究大会高知大会の会場校、

　　中学校１校が全日本中学校道徳教育研究大会高知大会の会場校となる　

　　　【拠点校】小学校３校・中学校２校　　【推進校】小学校３校・中学校２校

道徳教育パワーアップ研究協議会（１回）
【参加対象】道徳推進リーダー及び希望者

「家庭で取り組む 高知の道徳」の小学１年生・各校教員への配付・活用促進
　・学校、家庭、地域が一体となって進める道徳教育

道徳教育に関する調査（年度末１回）

道徳教育指導者養成研修（中央研修）（ブロック研修）

道徳教育研究会や大学等との連携

 道徳教育実践充実プラン  小中学校課

    

事業概要

 ◆新学習指導要領に則った授業がなされている。

 ◆教師の指導力向上と児童生徒の道徳性の向上。
 ◆家庭・地域と連携した道徳教育が推進される。

 ◆道徳科の授業や評価の研修に取り組んだ学校　１００％
 ◆全国学力・学習状況調査の児童・生徒質問紙において、
　 道徳性に関する項目の肯定的な回答が、全国平均を上回る。
 ◆改訂版 「高知の道徳」の活用率　１００％ 

　　　　　　　　　
現状・課題

事業目標

　新しい学習指導要領が目指す「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し、学校、家庭、地域が一体となって道徳教育を推進するこ
とにより、児童生徒の道徳性を高める。また、道徳推進リーダーの活用や大学等との連携を通して、全ての学校において「考え、議論す
る道徳」が実践されるよう、授業の質的変換を図る。

実施内容

　小学校では平成３０年度から、中学校では平成３１年度から「特別の教科　道徳」がスタートした。授業における質的転換が求められて
いるが、「考え、議論する道徳」の授業イメージがもてなかったり、評価への不安を抱える教員がいる。

　平成３１年度の全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙において、道徳性を問う項目では、肯定的な回答が全国よりも高い傾向
にあるが、小学校では規範意識の面で、中学校では、自己肯定感が全国平均よりも低く、課題が見られる。
　　学校のきまり（規則）を守っている　［H３１］ 小学校90.7％（全国比－1.6ポイント）
　　自分にはよいところがあると思う　  ［H３１］ 中学校73.6％（全国比－0.5ポイント）　　

　また、「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいると思いますか。」という項
目において、小学校では増加傾向にあるが、中学校ではやや減少傾向が見られる。

○コロナ禍の影響で公開授業の数は減少したものの、
　各学校における研究は進められてきた。
○参観日の後の保護者懇談会や講演会等において「家
　庭で取り組む　高知の道徳」を活用している学校が
　多い。
●コロナ禍による影響で研究協議会が延期になり、新
　型コロナウィルス感染症による風評被害や、いじめ
　の資料を扱う際の指導のポイントについて、十分な
　発信ができていない。
●「家庭で取り組む　高知の道徳」の活用が、家庭や
　地域に広がっていない。

　次年度も、道徳授業づくり講座やパワーアップ研究
協議会等において、いじめに関する教材を扱う際には、
県作成の「いじめ予防等プログラム」を活用し、児童
生徒の発達の段階に応じた授業づくりについて教員同
士が共に学び合える場をつくっていく。そうすること
で、低学年では「してはならないことがある」という
ことを理解できるようにし、また、高学年や中学生で
は「分かっているができない場面」「複数の道徳的価
値の対立する場面」において、より自分のこととして
考えることができるようにする。併せて、「家庭で取
り組む　高知の道徳」やコミュニティ・スクールを活
用しながら、地域ぐるみの道徳教育を推進していくこ
とで、児童生徒の道徳性の向上を図っていく。

取
組
の
成
果
・
課
題
・
次
年
度
の
方
向
性
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１ 運動部活動の運営の適正化

運動部活動の充実と運営の適正化                                      

●「高知県運動部活動ガイドライン」及び「高知県立学校に係る運動部活動の方針」に基づく運動部
活動の適正な運営を図る。

●各学校における運動部活動の指導の充実及び質的向上を図るとともに、教員の運動部活動に係る負
担を軽減し、生徒に向き合う時間を確保するため、単独での指導や学校外での部活動の引率が可能
な運動部活動指導員の配置を進める。

・生徒の能力・適正、興味・関心に応じた指導が十分に行われてい
ない部活動が見られる。

・生徒にとって望ましい部活動環境の構築と、学校における働き方
改革の観点から、運動部活動の運営の適正化を図る必要がある。

ポイント現状・課題

２ 運動部活動指導員配置事業

■市町村立・県立中学校（国費補助対象）
 配置人数：34名
 実施内容：指導、引率
 ・指導-週11時間×35週
 ・引率-４日×８時間
 ・研修-4時間×２回
■県立高等学校
 配置人数：35名
 実施内容：指導、引率
 ・指導-週16時間×35週
 ・引率-6日×8時間
 ・研修-4時間×２回

【補助率】
市町村立：国、県、 
 市町村が各1/3
県立中学校：
 国1/3・県2/3
【補助内容】
・報酬
・指導に係る交通費

運動部活動指導員の資質向上のための研修
（年間２回：必修）①配置に係る研修 ②指導力向上研修

「これからの部活動の在り方検討委員会」の設置
【目的】地域で部活動に代わり得る質の高い活動の
機会を提供できる体制を整える取組を進めるための
計画の策定に向けた検討を行う。

 第1回：８/５ 第2回：11/13 
 第3回：2/16（予定）

３ 部活動に関するアンケート調査

取組内容

◆運動部活動指導員が顧問の業務を担うことで、
教員が教材研究や生徒指導等、生徒と向き合え
る時間や自己研鑽をする時間を確保する。
◆専門的な知識・技能を有した運動部活動指導
員が継続的・計画的に指導を行うことで、部活
動の質的な向上を図る。

◆運動部活動の運営の適正化のため、「高知
県運動部活動ガイドライン」及び「高知県立
学校に係る運動部活動の方針」に基づく体制
整備や、生徒の発達段階に応じた休養や活動
時間の設定など、望ましい運動部活動の推進
を図る。

■学校の運動部活動に係る活動方針及び各部活動の
年間計画の作成（県立学校）
■休養日の設定・活動時間の報告（中間・年度末）
■運動部活動課題解決研修会（オンデマンド研修）
12/7～12/16 「部活動における生徒自治の導き
方」神谷拓（関西大学）

◆各県立学校において、生徒が安心して部活動
を行えるよう、部活動内における部員間での人
権を踏みにじるような言動や理不尽な決まりご
とがないか等について、実態を把握する。
◆調査によって明らかになった事案について、
解決に向けた手立てを講じる。

■部活動に関するアンケート調査（年間1回）

・生徒への聞き取り
・顧問等への聞き取り

事実確認

学校においての対応
＜当該部内＞●部の目標やルール等の再確認
      ●再発防止策の検討
      ●保護者への対応  等
＜学校＞  ○学校としての方針等の検討
      ○顧問会等での情報共有
      ○全教職員による再発防止策の確認 等

取組の成果・課題・次年度の方向性

・検討委員会において、運動部活動の運営の適正化及び今後の部活動運営の在り方等について協議することができた。
・県立学校においては、適切な練習時間・休養日等が設定され、毎月の計画に沿った活動ができている。
・指導員を配置することで、顧問教員の部活動に係る負担を軽減し、運営の適正化を進めることができている。
・スポーツ庁が示した「学校の部活動改革を踏まえた部活動改革」について、今後協議を進めていく。
・今後の指導員の配置について、各市町村、県立学校の意向を確認し、更なる増員に向けた取組を進める。

・アンケート調査の結果を集計し、報告事案があった場
合は一定期間を設け、当該校における経過について報告
書の提出又はヒアリングを実施し実態把握に努める。

資料４－７保健体育課



Ⅴ－１ Ⅴ－２就学前の教育・保育の質の向上 親育ち支援の充実

■保育者の親育ち支援力の強化

・保育者の親育ち支援力向上のための園内研

修、市町村単位の合同研修等への支援

・親育ち支援地域リーダーを中心とした地域

別交流会・連絡会の充実に向けた支援

・全ての保育所・幼稚園等における親育ち支

援担当者による園内の保育者研修や保護者

向け研修等の計画的な実施の促進 

■保護者の子育て力向上のための支援の充実

・保育所・幼稚園等が行う保護者を対象とし

た学習会の開催や、基本的生活習慣の定着

に向けた取組への支援

・就学時健診等の機会をとらえた講話の実施

や、園の行事等と合わせた保護者研修の実

施など、保護者が参加しやすい環境の整備
 

■保育所保育指針・幼稚園教育要領等に

沿った指導方法の徹底

・幼保支援アドバイザー等による訪問指導や

研修等を通じた｢高知県教育・保育の質向上

ガイドライン｣、「保育所・幼稚園等におけ

る園評価の手引き」の活用促進、園内研修

の充実

・保育者の職責に応じた専門性や実践力向上

のための研修の充実（基本研修、キャリア

アップ研修）

・保育士資格取得を目指す学生等への保育士

修学資金等の貸し付けなど、保育士確保に

向けた取組の推進

■保幼小の円滑な連携・接続の推進

・各地域の実態に応じた接続期カリキュラム

等の実践・改善の取組の推進

・保幼小の連絡会、交流活動の充実

・入学時の課題への対応の充実

・モデル地域の取組への支援と成果の普及

園長・副園長・主任

親育ち支援担当者

担任、加配、補助、看護師、調理師

保育所・幼稚園等

＜園の親育ち支援をコーディネート＞
連携

親育ち支援地域リーダー

連携

関係機関等
市町村・教育委員会
福祉保健所 など

地域別交流会･連絡会
（６地域、年3～４回）

支援

支援

就学前教育におけるいじめ問題への取組の推進

●全ての保育所・幼稚園等において、専門的で高度な知見に基づく質の高い教育・保育
を受けることができる環境づくりを進める

●乳幼児期における、よりよい親子関係の構築を図るため、親の子育て力を高めるため
の「親育ち支援」の取組の充実を図る

・乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であり、
 この時期に質の高い教育・保育を受けることが、子どもたちの知･徳･体
 の調和のとれた健全な成長にとって極めて重要

ポイント背 景

◆園内研修支援（幼保支援アドバイザー等の派遣）→270回

◆モデル地域等への保幼小連携アドバイザー等による支援 →15回

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため園内研修支援等が計画どおり実施できていないが、次年

　度も園内研修支援等を継続することにより、教育・保育の質の向上に向けて取り組んでいく。

・保幼小の円滑な連携・接続を推進するため、モデル地域の取組の成果を他地域に普及するととも

　に、プロジェクトチーム（幼保支援課・小中学校課・教育事務所等）を中心として各園・学校への支

　援を強化していく。

◆親育ち支援担当者の配置率→99.7％

◆親育ち支援講座の実施→3会場258名参加

◆保育者園内研修支援（親育ち支援アドバイザー等の派遣）→46回

◆保護者研修の実施（親育ち支援アドバイザー等の派遣）　 →47回

・次年度も親育ち支援担当者のスキルアップのための研修等を行うとともに、保育者・保護者を

　対象とした園内研修支援を行うなど、親育ち支援の取組を強化していく。

取組の成果・課題・次年度の方向性

資料４－８幼保支援課



・多くの小中学校で個別の指導計画を作成、活用した取組が定
　着してきているが、コーディネーター等の専門性について個
　人差があり、異動等の影響で取組が滞る場合がある。

　※個別の指導計画を作成し、取組を進めている学校の割合（県調査）

　　Ｒ元　小96.8％、中85.5％　　Ｒ２（速報値）　小97.1％、中86.4％

小・中学校における切れ目ない支援体制の構築推進

事業の概要

発達障害等のある特別な支援を必要とする児童生徒が将来の自立と社会参加に向けて必要な力を確実に身に付けることができるよう、小・中学
校における特別支援教育の充実を支援し、各学校の組織的な取組の定着、充実を図る。

指標となるツール　『すべての子どもが「分かる」「できる」授業づくりガイドブック』（H25.3月作成）
　　　　　　　　　『すべての子どもが輝くための校内支援体制づくりガイドブック』（H29.3月作成）等

特別支援教育学校
コーディネーター

個別の指導計画の作成、活用

シート等によるツール活用した引き継ぎ

個別の教育支援計画の作成、活用

校内支援体制の充実

障害のある児童生徒に対する指導の在り方についての理解浸透

ユニバーサル
デザインによる

授業づくりの充実
SC・SSW

管理職

養護教諭

担任

外部専門家を活用した支援体制充実事業教育事務所による支援事業特別支援学級等サポート事業研修会等

特別支援学級担任
等の専門性向上

【教育事務所】
特別支援教育担当指導主事

特別支援教育・医療・福祉各分野の外部専門家【特別支援教育課】

○すべての児童生徒が互いの特性を理解し、違いがあっても共に支え合いながら生きる姿勢の育成

○コロナ風評被害をはじめとした、日々起こりうる諸問題について、教職員が正確な情報を共有し、適切な根拠にもとづいて
　対応を行うための組織力強化

取組の成果と課題

・校内支援体制の確立、充実に向けて引き続き各学校への支援
　を継続する他、支援体制の中心となる特別支援教育学校コー
　ディネーターをはじめとした教職員の専門性向上に向けて、
　校内で研修を行うことのできる環境が充実するよう、研修用
　Ｗｅｂコンテンツの作成に取り組む。

次年度の方向性

資料４－９特別支援教育課



 地域学校協働活動推進事業

事業概要

事業目標

 ◆ 多様な学習・体験活動が展開され、学校教育が充実
 ◆ 地域との交流により、子どもたちのコミュニケーション能力や自尊感情、規範意識が向上
 ◆ 地域が教員の担いきれない業務を支援することにより、教員が教育活動に専念
 ◆ 学校を核とした地域の創生

現状・課題

◆ 地域学校協働本部が設置された学校数
　　　　R1　小：168校、中98校、義務教育2校　92.4％　→　R４まで　県内全ての小・中学校に設置

◆ 高知県版地域学校協働本部が設置された学校数
　　　 R1　小：88校、中38校　43.4％　→　R５まで　県内全ての小・中学校に設置　　　　

生涯学習課

    地域全体で次代を担う子どもたちを育成するため、地域と学校が連携・協働

   し、地域ぐるみでの教育の実現を目指し、幅広い地域住民等の参画により、

  子どもたちの成長を支え、地域を創生する活動を推進する。

◆ 地域学校協働本部の数は着実に増加
◆ 地域と学校とがパートナーとして子どもたちを見守り育む「高知県版地域
　　学校協働本部」の仕組みを県内各地へ展開させていく必要
◆ 市町村や学校によって地域との協働活動の内容に差
◆ 地域コーディネーター（地域学校協働活動推進員）の確保や育成に課題等

◇ 地域学校協働本部事業 　（国1/3、県1/3 ・ 2/3）

◇ 放課後学びの場充実事業　（県1/2）

　　 ① 学習支援者謝金　② 教材等経費　③ 食育学習経費

◇ 学校地域連携推進担当指導主事（４名）の配置、訪問による助言・
　　指導

◇ 地域学校協働活動推進委員会の開催（年２回）

◇ 地域学校協働活動研修会

     ①全体研修 １回（中止）　 ②教育事務所管内別研修 ３箇所✕各１回 
     ③地域コーディネーター研修 ３箇所✕ 各１回

◇ 地域学校協働本部実践ハンドブックの活用

　市町村等支援、人材育成研修等

　地域学校協働活動推進事業

補 助 及 び 支 援
高 知 県

■学習支援（放課後学習支援を含む）

■学びによるまちづくり

■地域課題解決型学習

■その他（学校行事支援、登下校安全指導等）

地域学校協働活動（例）

学校支援・学びによるまちづくり等
学校側
の窓口

地域側
の窓口

地域コーディネーター
（地域学校協働活動推進員）

地域連携担当教職員

学校の応援団（地域の組織化）

NPO・企業

地域の安全
見守り隊

PTA・保護者

民生・児童
委員協議会

老人クラブ
・婦人会 等

公民館

社会福祉
協議会

代表者

 ○充実した地域学校協働活動の実施
 ○学校と地域との定期的な協議の場の確保
 ○民生・児童委員の参画による見守り体制の強化

地域とともにある
学校運営

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ（学校運営協議会制度） 地域学校協働本部

学校と地域、学校と放課後のつなぎ役

参画

活動への反映

依頼

一体的な推進

各種事業関係者

地域住民

～地域と学校の連携・協働の推進～ 運営委員会の設置・開催、事業計画の策定、事業の検証 等

高知県版地域学校協働本部

学校 連携・協働 地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等が主体となり、PTAや地域人材の参
画を得て、各々の組織・場で取組を実践

実施内容  市町村等 （実施主体）

※小中学校課所管

　33市町村153本部2活動、県立高校8本部

　　　　　1町1本部、6市町村8本部、3市町4本部

　R２　34市町村等204本部289校（県立8、幼保8含む）で実施予定

　※うち、中核市である高知市42本部42校で実施予定

発展

取組の成果・課題・次年度の方向性

・地域コーディネーター研修会の参加者に対して「『高知家』いじめ予防等プログラム」の紹介ができた。参加者：中部67名、西部32名、東部58名　
・地域においてプログラムの活用を希望する場合は県教委所管課につなぐなど適宜対応するとともに、プログラムが広く活用されるよう今後も
　研修会等の場で周知を継続していく。

１２月現在

資料４－１０



　　令和２年度　高知県心の教育センター相談支援事業（概要）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　教育・心理・福祉の専門性を生かした教育相談や学校支援等の相談支援機能をさらに充実させ、学校や関係機関と連携を密に、
　　　　　　　　　　　　　　　 　　 切れ目のない、「ワンストップ＆トータル」な相談支援を実施する　

運営方針

切れ目のない、「ワンストップ＆トータル」な相談支援体制の充実

 ■　地理的に支援が届きにくい地域への支援体制の整備　

県東部及び西部地域に、心の教育センターの機能を持つ
「相談支援窓口」を設置する

★心の教育センター【本部】
　 と連携した支援を展開 

設置場所

域内の学校や教育支援センター等と
連携を密に、重層的な支援を行う

★ 東部地域：田野町ふれあいセンター内
★ 西部地域：四万十市幡多総合庁舎別館内

業務概要

 ◆ 地理的に支援が届きにくかった子どもや保護者、学校への支援

 ◆ 潜在化している支援ニーズの掘り起こし及び支援　　　

　　　県東部・西部地域での 【相談支援窓口】 の設置

    
　　

● 開所日時 （祝日及び学校の長期休業期間を除く）

　☆ 東部地域・・・毎週木曜日 午前９時から午後５時まで

　☆ 西部地域・・・毎週火曜日 午前９時から午後５時まで

● 配置職員⇒スクール・カウンセラー（ＳＣ）

● 用務内容⇒来所相談、学校支援（支援会等への参加）、教育支援

　　　　　　　　　センター支援、学校配置SC・SSW等との連携　等

■　相談ニーズに、より対応できる支援体制の整備

　
心の教育センターにおける来所相談を、毎週日曜日
（祝日、年末年始、第５日曜日を除く）にも実施する　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　心の教育センター 【日曜日開所】 の実施

　　

 ◆ 日曜日開所による相談支援窓口としての利便性の向上

 ◆ SC・SSWが主体的に活用できる“プラットフォーム”

　　 （活動拠点）としての場の確保（SC・SSWの育成）　　　　　　　　　　　　　　　　

業務概要

 ● 開所日⇒毎週日曜日（第１から第４日曜日）に開所

 ● 開所時間⇒午前９時から午後５時まで

 ● 配置職員⇒スクール・カウンセラー（ＳＣ）、指導主事等

 ● 用務内容⇒来所相談（受理面接・継続面接）、プレイセラピー、

　　　　　　　　　　学校支援等への対応

 ● SC・SSWの専門性及び支援力の育成・向上

　　 ⇒情報共有、研修、スーパーバイズ等の実施（学びの場の確保）

◆ 指導主事及びＳＣ等が、学校での支援会に参加し、心理の専門的
見立てをもとに、児童生徒理解や適正な支援方法、　支援体制のあり
方等について、支援及び助言する。
　☆ 対象校：１５校（小学校５校、中学校８校、高等学校２校）
　☆ 年間４回程度の訪問支援を実施

★　校内支援会サポート事業

★専門性を生かした
　 相談支援の実施

★ 相談支援

　・ 来所相談（個別面接、プレイセラピー、支援会等）　※１時間枠

　・ 出張教育相談（支援会、家庭訪問支援、巡回教育相談等）

　・ 電話相談、メール相談、こうち高校生LINE相談

★ 学校支援

　・ 校内支援の充実に向けた支援（★校内支援会サポート事業等）

　・ 緊急事案等への支援（指導主事、SC等の派遣）

★ 研修・講座等

　・ 教育相談講座、緊急対応とその予防、子育て講演会等

　・ 校内研修等への講師派遣（指導主事、SC等） 

★ 関係機関との連携

　・ 教育相談関係機関連絡協議会の開催（年２回）

　・ 教育支援センター連絡協議会等の開催及び訪問支援

【主な業務内容】

心の教育センター　【本部】
相談支援機関

教育

福祉心理

★ 新施設供用開始【令和２年８月２日】
★ 住所：高知市大原町120-1　（高知市営球場西側）

★ 心の教育センター相談支援活動　【12月末実績】 

　○来所相談：受理件数428件、延べ件数1308件 

　○電話相談：752件、メール相談：102件、こうち高校生LINE相談：311件

・ 多様な相談を一元的に受理し、相談者に寄り添いながら、ケースによっ

ては学校や関係機関と連携し、相談ニーズや課題に応じた対応を行って

いる。

・ 所内全職員が参加してのケース会や所内会、スーパ-バイズの実施を

継続することで、各職員の専門性や支援力の向上を図り、相談ニーズや 

課題状況に即した有効な支援を講じていく。 

・ 電話、メール等の相談を、可能な範囲で来所相談につなげていく。

★ 日曜日開所、東部、西部相談室の開室　【12月末実績】 

　○日曜日開所（33日間）：延べ件数251件 

　○東部相談室：延べ件数41件、西部相談室：延べ件数8件 

・ 日曜日開所での相談対応件数は６月以降１日平均約9件であり、休

日開所における相談窓口の利用ニーズは高まっている。

・ 11月中旬から、土曜日開所（月２回）に試行的に取り組む。 

・ 東部相談室は来所相談や支援会等一定のニーズがあるが、西部相

談室での対応件数は少ない。教育委員会、学校、教育支援センター等

への周知等、活用に向けての働きかけを継続して行っていく。

★ 学校の支援体制の充実に向けた支援　【12月末実績】 

　○来所による支援会：80回、訪問による支援会：72回 

　○学校等からの依頼による研修会：23回 

・ 学校からの要請に対して、SCやSSW、指導主事がチームで対応し、課

題事象を多面的な視点で捉えながら、有効な手立てのあり方等につい

ての助言を行っていく。

・ 研修、支援会等の中で、「いじめ予防等プログラム」を活用していく。

★ 教育支援センターの相談支援体制の強化　【12月末実績】

　○教育支援センター訪問支援：全22所訪問、Webによる支援：4回

　○Webブロック会議の開催：１回（６機関参加：７月17日実施）

取組の成果・課題・次年度の方向性

資料４－１１心の教育センター



（１）子ども食堂の立ち上げ及び活動の充実に向けた支援
  ① 子どもの居場所づくり推進コーディネーターを配置し、県内の子ども食堂の立ち上げや活動等をサポート
   ・子ども食堂スタッフ養成講座の開催（4回開催済み ※ネットワーク会議とあわせて開催）
   ・企業等から提供された食材の提供支援の仕組みづくり（社会福祉協議会のネットワークを活用して食材提供を実施）
   ・子ども食堂相互の情報交換を行う子どもの居場所づくりネットワーク会議の開催（4回開催済み）
   
  ② 居場所を必要とする子どもをつなげる取組
     ・スクールソーシャルワーカー等と子ども食堂との情報交換会の開催（R3年2月～3月に開催予定）
     ・地域コーディネーター等を活用した市町村、市町村社協、地域の支援機関と子ども食堂の地域連絡会の開催（ 〃 ）

児童家庭課  地域における子どもの居場所づくり

・支援を必要とする子どもや保護者の居場所を確保するため、
 未開設地域での開設及び定期開催の子ども食堂のさらなる拡充
・企業や生産者等から提供された食材の提供支援
・食事の提供や集いの場にとどまらず、見守り機能の充実や家庭
 の教育力の向上への支援  
・居場所を必要とする子どもや保護者を子ども食堂につなげるた
 めの地域の支援機関との連携体制の構築

・県内全域での開設に向けて、あったかふれあいセン
 ターや高齢者福祉施設等の既存施設を活用した開設の
 促進
・企業と連携した食材提供支援
・子ども食堂における見守り機能や保護者の
 子育て力の向上の支援
・地域の支援機関等との定期的な連絡会の開催支援

中央東 10(32)

安芸 7(24)
中央西 10(27)

須崎 7(27)

幡多 9(39)
県計　76(188) 

＊（ ）内の数値は公立小学校数（休校は除く） 

高知市　33(39)

１ 現状  ２ 課題 
・食事の提供を通じた「子どもや保護者の居場所」
 となるとともに、「保護者の孤立感や負担感を軽
 減する場」、「地域で子どもたちを見守る場」と
 して設置が進んできた。
・子ども食堂開設数（R元12月末）
  ：11市9町76箇所（うち定期開催：59箇所）
・高知家子ども食堂の登録数（R元12月末）
  ：41団体48箇所     
・高知県子ども食堂支援基金への寄附額
 （H29～R元12月末)：127件 約1,280万円
                   

H27 H28 H29 H30 R元.12末

市町村数 2 10 18 19 20

設 置 数 3 20 52 68 76

(定期開催) (2) (13) (34) (51) (59)

（各年度末)

子ども食堂の福祉保健所管内別設置状況（Ｒ元年12月末）

子ども食堂設置数の推移

  ③ 家庭の教育力の向上につなげる取組
      ・子育てに関する講師やボランティア等による講話や相談の実施（補助金メニューに追加（R2.4月～））
      ・学生ボランティア等による学習支援の実施（補助金メニューに追加（R2.4月～））

（２）子ども食堂の開設・運営への支援【高知県子ども食堂支援事業費補助金】
        補 助 先 ：高知家子ども食堂登録制度登録済み団体
        補助内容：㋐開設経費（備品購入、改修費等）      ㋑運営経費（食材費、スタッフ謝金等）
             ㋒子育て支援、学習支援等の経費（謝金等）  ㋓衛生管理に要する経費

３ 今後の取り組みの方向性 

４ 令和２年度の取り組み ※（）内は取り組み実績

【目標値】 子ども食堂の設置か所数  （R元.12月時点）76か所 → （R5）120か所

新
新

新

拡

・地域における子どもの居場所の機能をもつ子ども食堂の県内開設数は、11市9町において68団体80ヵ所に増加（R2年12月末時点）。
・新型コロナウイルス感染症拡大のため、多くの子ども食堂が休止を余儀なくされていたが、R2年11月末時点で約6割の子ども食堂が活動を再開。
・子ども食堂休止中は、弁当や食材等の配布や、各家庭まで届ける宅食の取組などで工夫しながら子どもの見守りを継続。
・居場所を必要とする子どもを支援するため、SSWや市町村社協等の地域の関係機関等と子ども食堂の連絡会を開催予定（R3年２月～3月）
【次年度の方向性】
・子どもの居場所を確保するため、子どもの居場所づくり推進コーディネーターによる相談対応等や、子ども食堂補助金による支援の拡充によって、地域

の実情に応じた子ども食堂の開設・運営を支援していく（支援にあたっては、コロナ禍の影響を随時把握しながら臨機応変に対応）
・居場所を必要とする子どもや保護者が子ども食堂などへ繋がるよう、子ども食堂と関係機関の情報交換の場を拡充し、地域の支援機関との連携体制の構

築を引き続き推進

取組の成果・課題・次年度の方向性

資料４－１２



　

　　

  私立学校人権教育指導委託事業 私学・大学支援課

◆各私立学校における人権諸課題の解決を図る
 ため、学校訪問により各学校への助言、指導
 等を行う業務を県人権啓発センターに委託す
 る。
 ・定期訪問
  １校当たり年４回×11校＝44回
  ※年度当初及び各学期毎→１学期は中止
 ・要請による訪問
  随時

学校訪問による助言・指導

◆私立学校の教員の人権意識や資質の向上を
 図り、各学校での取り組みにつなげるため、
 管理職員や一般職員、人権教育主任等を対
 象とした県主催の研修会を開催する業務を
 県人権啓発センターに委託する。
 ・5/29 管理職研修→中止
 ・8/7   人権教育基礎研修
 ・10/8 人権教育主任等研修

◆各学校の教員で構成し人権教育の推進を  
 目的として設立された「高知県私立小中高
 等学校人権教育研究協議会」に対する必要
 な助言・指導や、協議会主催の研修会の実
 施を支援し、協議会の自主的かつ積極的な
 運営が図られるよう支援する業務を、県人
 権啓発センターに委託する。
 ・研修会の実施（年５回）→第1,2回中止
 ・事務局通信「きづな」発行（年２回）
 ・事務局会の開催（年５回）
 ・各校の人権教育年間計画・実践報告集の 
  作成、配布
 

　私立学校における人権教育の推進を図るため、学校訪問による
助言・指導や研修会の開催等の人権教育指導業務を(公財)高知県
人権啓発センターに委託する。

事業概要

実施内容

資料４－１３

■各学校における人権課題や人権教育年間計画等 
 に対し助言・指導を行うことができた。
 （12月末現在 定期訪問22回、要請訪問3回）
■次年度も引き続き、学校訪問による助言・指導
 を行う。

１/12日現在

○各学校における人権課題が解決される。
○教員の人権意識や資質の向上が図られる。
○各学校で構成する協議会による自主的かつ積極的な運営が図られる。

　
 昨年度は、平成31年４月開設の小学校において、人権教育研
修への参加がなかったため、令和２年度からは全ての私立学校
の教員が参加できるよう促していく。

現状・課題

・全ての学校が、人権教育研修会に参加している。
・私立学校の教職員が人権に対する知識を深めるとともに人権意識を 
 高め、それを日々の教育活動に活かしている。

事業目標

研修会（県主催）の実施 協議会の自主的な活動への支援

■私立学校における私立学校の教員の人権意識や
 資質の向上が図られた。
 （参加人数 8/7：43名、10/8：16名）
■昨年度に参加がなかったH31年4月開設の小学
 校からも参加があった。
■次年度も引き続き実施する。

■協議会に対する助言や、協議会主催の研修
 会の実施を支援することにより、協議会の
 自主的かつ積極的な運営が図られた。
 （12月末現在、研修会2回実施）
■次年度も引き続き実施する。

取組の成果・課題・次年度の方向性



人権啓発研修事業

人

【スポーツ組織との協働事業】【「2020人権週間」広報啓発事業】 【人権啓発研修ハートフルセミナー】

スポーツ組織と連携・協力した
人権啓発活動事業

人権啓発研修企業リーダー
養成講座開催事業

子どもや障害者の人権など、身の回りにあるさま
ざまな人権問題について、県民に関心と理解を
深めてもらうため、人権週間（12月4日～10日）
にあわせて人権啓発イベントを開催している。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、「人権週間」特設ＷＥＢサイトの開設やＳＮ
Ｓを活用した情報発信など、新たな取り組みを加
えた啓発事業を実施。

　

県民のいじめ問題への関心を高め、正しい理解を深める取組の推進

子ども達に、チームプレーの大切さやいじめ
などについて考えてもらうため、県内のス
ポーツ組織（高知ファイティングドッグス、高
知ユナイテッドＦＣ）の選手が参加して、人権
野球教室や人権サッカー教室実施している。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、冠協賛試合に変更し、観客に向け
た広報啓発を行った。

県民に人権問題について理解を深めてもらう
ことで、人権が尊重される職場や地域づくりに
つながるよう、講演会や映画上映会を実施し
ている。

テーマは、県人権施策基本方針－第二次改定
版－にある県民に身近な１１の人権課題の中
から決めている。

人権啓発フェスティバル
開催事業

　
　
　

＜実施内容＞
　広報啓発期間：１１月２０日～翌２月２８日
　　◯特設ＷＥＢサイトの開催
　　　・「オンラインじんけんフェスタ」の開設
　　　・マンガで知る人権のこと（マンガパネル）
　　　・ここるん紙芝居
　　　・人権メッセージ動画など
　　◯マスメディアやＳＮＳによる広報
　　　・テレビ、ラジオ、新聞（人権週間ＣＭ）
　　　・Facebook、twitterでの情報発信
　　◯人権マンガパネル展（イオン高知）
　　◯電車広告やサイネージ広告　

　

＜実施内容＞
　冠協賛試合の開催
　　◯１０月２０日（火）高知市営球場
　　　　高知ファイティングドックス対
　　　　　　　　　　　香川オリーブガイナーズ
　　　　来場者２２１名
　　◯１１月８日（日）春野総合運動公園
　　　　高知ユナイテッドＳＣ対
　　　　　　　　　　　ＭＩＯびわこ滋賀
　　　　来場者４９６名

＜実施内容＞
　人権啓発研修ハートフルセミナー
　　◯８月２日（日）　映画上映
　　　　映画「グリーンブック」
　　　　参加者８８名
　　◯１０月２５日（日）講演会
　　　「子ども虐待のない社会をつくるために
　　　　～叩かない子育てを応援する～」
　　　　参加者７０名
　　●１月２４日（日）講演会※予定
　　　「インターネットと人とのかかわり合い
　　　　～突然、僕は殺人犯にされた～」
　　　　定員１００名

＜成果・次年度の取組＞
　　今回の取組は若年者層を強く意識した事業内容と
　　している。来年度は「じんけんふれあいフェスタ」
　　の開催を予定。また、今年度開設した特設ホーム
　　ページも運営する。

＜成果・次年度の取組＞
　　選手からの人権メッセージやマスコットキャラク
　　ター（ここるん）を活用した広報など、観客や子
　　ども達にわかりやすい情報発信を行った。
　　来年度は人権野球教室等を開催する予定。

＜成果・次年度の取組＞
　　若年者層に関係の深いテーマを選定し、実施。
　　今後も社会情勢に応じたテーマの選定等を行う

資料４－１４文化生活スポーツ部人権課



令和２年度高知地方法務局における子どもの人権問題に関する取組

【取組結果・成果・課題・次年度の方向性】

１ 人権啓発に関する取組

(1) 人権教室

人権教室は，いじめ等について考える機会を作ることによって，子どもたちが相手

への思いやりの心や生命の尊さを学ぶこと等を目的とし，人権擁護委員が中心とな

って実施しいる啓発活動である。主に園児，小・中学生を対象に，人権の花運動に

おける学校訪問や授業等を利用して実施している。令和２年度も，県内において実

施する予定である。

また，障害者に対する理解を深めるために，人権スポーツ教室（ボッチャ等）を実

施する予定である。

【取組結果・成果・課題・次年度の方向性】

学校側から要請があった場合には，学校のニーズに合わせた内容で，かつ，３密

防止対策を施した上で実施した。また，障害者に対する理解を深めるための人権ス

ポーツ教室（ボッチャ等）を実施した。ただし，新型コロナウイルス感染症の影響

により，実施回数は，例年に比べて大幅に減少している。次年度においても，教育

委員会や各種連絡会等を通じて学校側に要請し，引き続き，人権教室の実施に取り

組みたいと考えている。

(2) 人権作文コンテスト高知県大会

次代を担う小学５・６年生，中学生及び高校生を対象として，人権問題についての

作文を書くことによって，人権尊重の重要性，必要性について理解を深めるととも

に，豊かな人権感覚を身につけること及び入賞作品を県民等に向けて広報すること

によって広く人権尊重思想を根付かせることを目的として，高知県教育委員会，高

知県人権擁護委員連合会及び当局が連携して，実施している。令和２年度も実施す

る。

なお，表彰式については，例年１２月の人権週間中に高知県人権啓発センター主

催で開催される地方委託事業のじんけんふれあいフェスタの中で実施している。

【取組結果・成果・課題・次年度の方向性】

新型コロナウイルス感染症の影響により，第４０回全国中学生人権作文コンテス

トが延期となったことから，人権作文コンテスト高知県大会についても中止とした。

次年度は，例年どおり実施したいと考えており，学校への協力要請も含めて，高

知県教育委員会，高知県人権擁護委員連合会と連携して取り組みたいと考えている。

２ 人権相談に関する取組

(1) 子どもの人権ＳＯＳミニレター

法務省の人権擁護機関では，子どもが相談しやすい体制を整えるべく，平成１８年

度から，全国の小・中学校の児童・生徒に「子どもの人権ＳＯＳミニレター」（便箋

兼封筒）を配布している。高知県内においても，各学校に配布している。このレター

を通じて教師や保護者にも相談できない子どもの悩みごとを的確に把握し，学校や関

係機関とも連携を図りながら，様々な人権問題の解決に当たっている。

【取組結果・成果・課題・次年度の方向性】

例年どおり，全国の小・中学校の児童・生徒に「子どもの人権ＳＯＳミニレター」

（便箋兼封筒）を配布した。新型コロナウイルス感染症の影響があっても，当該取組

には比較的影響が少なく，むしろ有効な取組であると考えている。次年度も，引き続

き，取り組むとともに，学校への備付けの拡大を図りたいと考えている。

(2) 子どもの人権１１０番

全国５０か所の法務局・地方法務局に専用電話番号「子どもの人権１１０番」（フ

リーダイヤル０１２０－００７－１１０）（全国共通）を設置し，人権擁護委員や法

務局職員が子どもからの相談に応じるている。高知県内で架電されたものについては，

高知地方法務局人権擁護課で対応している。

【取組結果・成果・課題・次年度の方向性】

次年度においても，実施されるものと考えている。

(3) 全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

学校におけるいじめや家庭内における児童虐待等の事案は，依然として数多く発生

していることから，これらの子どもをめぐる様々な人権問題の解決を図るための人権

相談活動を強化することを目的として，全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

が実施される。

実施期間は，令和２年８月２８日（金）から同年９月３日（木）までの７日間

受付時間は，平日の午前８時３０分から午後７時まで，土曜日・日曜日の午前１０

時から午後５時まで（土日については，高松法務局で対応の予定）

【取組結果・成果・課題・次年度の方向性】

次年度においても，実施されるものと考えている。

(4) インターネット人権相談受付窓口

法務省のホームページ上に「インターネット人権相談受付窓口（ＳＯＳ－ｅメー

ル）」（https://www.jinken.go.jp/)を開設し，インターネットでも人権相談を受け

付けている。

３ 調査救済に関する取組

相談やＳＯＳミニレターを通じて，子どもの人権が侵害されている疑いのある事案を

認知した場合には，人権侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講じる

取組をしている。

【取組結果・成果・課題・次年度の方向性】

相談やＳＯＳミニレターを通じて，子どもの人権が侵害されている疑いのある事案を

認知した場合には，事案に応じた適切な措置を講じている。

緊急を要する場合には，関係機関に協力要請することとしていることから，次年度は，

特に，関係機関との連携体制の強化を図りたいと考えている。

４ 法務省関係機関に設置する児童虐待担当窓口

法務省では，「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成３１年３月１９日付

け児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）等を踏まえ各種取り組みを進めている

ところであり，この度，児童相談所・市町村等の関係機関（以下「児童相談所等」とい

う。）とより一層緊密に連携をしていくため，その求めに応じ法務省の有する資源・ノ

ウハウを提供することを目的とした「法務省児童虐待防止対策強化プラン」を策定した。

同強化プランに基づき，児童相談所等が円滑に法務局・地方法務局，地方検察庁，法

務少年支援センター（少年鑑別所），保護観察所又は日本司法支援センター（法テラス）

（以下「法務省関係機関」という。）に相談できるよう，本件４月以降に各地の法務省

関係機関に児童虐待相談担当窓口が設置される予定である。【特記事項なし】

資料４－１５高知地方法務局
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